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令和 7年度の申請について 

 

介護保険最新情報 vol.1353 から、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順

及び様式例の提示について（令和 7年度分）」が提示されました。 

令和 7 年 4 月以降に介護職員等処遇改善加算を算定する事業者については、提出期限を確認して対応して

ください。 

詳細については厚生労働省ホームページ及び介護保険最新情報を確認してください。 

 

【届出方法】 

「計画の届出」「年度途中の計画変更に係る届出」「実績報告に係る届出」（以下「計画等の届出」という。）につ

いては、指定申請等と同様、厚生労働省の「電子申請届出システム」から届出してください。 

（注意）「計画等の届出」は、運営法人（事業者）ごとの提出です。 

（注意）「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」は、事業所ごとに提出が必要です。 

 

【様式】 

計画等の届出の様式は「介護職員の処遇改善」（厚生労働省ホームページ）をご確認ください。 

 

【提出書類及び提出期限】 

＜a.今年度初めて処遇改善計画書を提出する場合＞ 

条件 提出書類 提出期限 

前年度から加算区分の変更

のない場合 

・別紙様式 2の 「別紙様式 2－1」 

・別紙様式 2の 「別紙様式 2－2」 
令和 7年 4月 15日 

前年度から加算区分の変更

がある場合 

・別紙様式 2の 「別紙様式 2－1」 

・別紙様式 2の 「別紙様式 2－2」 

・体制等に関する届出書 

・体制等状況一覧表 

【令和7年 4月及び5月に算定する

場合】 

令和 7年 4月 15日 

【令和 7年 6月以降算定開始分】 

・居宅系サービス： 

加算を取得しようとする月の前月

15日まで 

・施設系サービス： 

加算を取得しようとする月の 1 日

まで 

新たに加算の算定を行う場合 

（例） 

＜変更前＞ 

A運営法人： 

・B事業所 

（処遇改善加算算定無） 

＜変更後＞ 

A運営法人： 

・B事業所 

（処遇改善加算算定有） 

（注意）事業の継続を図るために、職員の賃金水準（処遇改善加算による賃金改善分を除く。）を引き下げた上

で賃金改善を行う場合は、「c．」もご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
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＜b.今年度既に提出している処遇改善計画書の内容を変更する場合＞ 

条件 提出書類 提出期限 

会社法（平成 17年法律第 86

号）の規定による吸収合併、新

設合併等により、処遇改善計

画書の作成単位が変更となる

場合 

・別紙様式 4 

・別紙様式 2の「別紙様式 2－1」 

・居宅系サービス： 

変更後の処遇改善加算の算定開

始月の前月 15日 

・施設系サービス： 

変更後の処遇改善加算の算定開

始月の 1日 

複数の介護サービス事業所等

について一括して申請を行う

運営法人において、当該申請

に関係する介護サービス事業

所等に増減（新規指定、廃止

等の事由による。）があった場

合 

（例） 

＜変更前＞ 

C運営法人： 

・D事業所 

（処遇改善加算算定有） 

・E事業所 

（処遇改善加算算定有） 

＜変更後（E事業所廃止）＞ 

C運営法人： 

・D事業所 

（処遇改善加算算定有） 

・別紙様式 4 

・別紙様式 2 の「別紙様式 2－1」

の 

2・3(1),(2),(5) 

・別紙様式 2の「別紙様式 2－2」 

キャリアパス要件 1 から 3 ま

でに関する適合状況に変更

（算定する処遇改善加算の区

分に変更が生じる場合に限

る。）があった場合 

・別紙様式 4 

（キャリアパス要件の変更に係る部

分の内容を記載） 

・別紙様式 2 の「別紙様式 2－1」

の 

2・3(1)から(6) 

・別紙様式 2の「別紙様式 2－2」 
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キャリアパス要件 5（介護福祉

士等の配置要件）に関する適

合状況に変更があり、算定す

る処遇改善加算の区分に変

更が生じる場合 ・別紙様式 4 

（介護福祉士等の配置要件の変更

の内容等を記載） 

・別紙様式 2 の「別紙様式 2－1」

の 

3（6） 

・別紙様式 2の「別紙様式 2－2」 

喀痰吸引を必要とする利用者

の割合についての要件等を満

たせないことにより、入居継続

支援加算や日常生活継続支

援加算を算定できない状況が

常態化し、3 か月以上継続し

たため、算定する処遇改善加

算の区分に変更が生じる場合 

上記 3 要因以外で算定する

処遇改善加算の区分の変更

を行う場合 

・別紙様式 4 

・別紙様式 2の「別紙様式 2－1」 

・別紙様式 2の「別紙様式 2－2」 

処遇改善加算を新規に算定

する場合 

（例） 

＜変更前＞ 

F運営法人： 

・G事業所 

（処遇改善加算算定有） 

＜変更後（H 事業所新規指

定）＞ 

F運営法人： 

・G事業所 

（処遇改善加算算定有） 

・H事業所 

（処遇改善加算算定有） 
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就業規則を改訂（介護職員の

処遇に関する内容に限る。）し

た場合 

・別紙様式 4 

（当該改訂の概要を記載） 

・別紙様式 3の 「別紙様式 3－1」 

・別紙様式 3の 「別紙様式 3－2」 

実績報告書を提出する際 

（注意）事業の継続を図るために、職員の賃金水準（処遇改善加算による賃金改善分を除く。）を引き下げた上

で賃金改善を行う場合は、「c．」もご覧ください。 

 

＜c．事業の継続を図るために、職員の賃金水準（処遇改善加算による賃金改善分を除く。）を引き下げた上で

賃金改善を行う場合＞ 

上記 a又は bに加えて、別紙様式 5の提出が必要です。 

（注意）年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要

な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。 

 

（記載する内容） 

1. 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に限る。）につ

いて、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、

資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容 

2. 介護職員（その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種

の職員を含む。以下この 9において同じ。）の賃金水準の引き下げの内容 

3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関

して、労使の合意の時期及び方法 等 

 

＜d．実績報告をする場合＞ 

条件 提出書類 提出期限 

事業年度である 3月が終了し

た場合 

又は 

運営法人内の処遇改善加算

を算定している事業所が、廃

止や加算の取下げ等の事由

によって全てなくなる場合。

（市内外問わず、運営法人内

に処遇改善加算を算定してい

る事業所がある場合は除く。） 

・別紙様式 3の 「別紙様式 3－1」 

・別紙様式 3の 「別紙様式 3－2」 

各事業年度における最終の加算の

支払があった月の翌々月の末日 

（例） 

最終加算月が令和 7 年 3月の場合

は、加算支払の支払が令和7年5月

であるため、令和 7年 7月末まで。 

 


